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藤沢市感染症予防計画の策定について（最終報告） 

 

藤沢市感染症予防計画については、令和４年１２月に公布された改正感染症

法に基づき、新型コロナウイルス感染症の対応を踏まえ、国民の生命及び健康

に重大な影響を与えるおそれがある感染症の発生及びまん延に備えるため、神

奈川県感染症予防計画と整合性を図った計画の策定作業を進め、令和５年１２

月藤沢市議会定例会厚生環境常任委員会において素案を報告いたしました。 

その後、パブリックコメントを実施し、藤沢市健康危機管理保健所協議会に

おける審議を経て最終案を取りまとめましたのでご報告いたします。 

 

１ 厚生環境常任委員会報告以降の検討経過 

令和５年１２月 ７日 藤沢市議会定例会厚生環境常任委員会にて素案を報告 

令和５年１２月１８日 パブリックコメント実施（令和６年１月１７日まで） 

令和６年 １月３１日 第２回藤沢市健康危機管理保健所協議会を開催 

 

２ パブリックコメントの実施結果 （別紙 資料２） 

（１）実施概要 

実施期間 令和５年１２月１８日（月）から令和６年１月１７日（水） 

意見提出者数 ５人 

意見件数 １１件 

 

（２）意見等の内訳 

意見等の内訳 件数（件） 

① 感染症のまん延防止に関する対策 3 

② 関係機関及び関係団体との連携 3 

③ 感染症に関する情報提供 3 

④ その他 2 

計 11 

 

（３）意見等の反映状況 

意見等の反映状況 件数（件） 

① 計画に反映させた意見 3 

② 今後の取組の参考とする意見 5 

③ 計画に含まれている内容とする意見 0 

④ その他の意見 3 

計 11 

 

令和６年２月藤沢市議会定例会 

厚生環境常任委員会資 料 １ 
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３ 素案報告以降の主な変更内容 

  素案報告後の主な変更点につきましては、次のとおりです。 

No. ページ 項目 加筆・修正等 

1 P3 Ⅰ 感染症対策の推進の基本

的な考え方 

市域を超える広域的な地域に感

染症のまん延のおそれがあると

きの対応について、「６ 近隣自

治体との相互協力」を追加しま

した。 

2 

 

P11 Ⅱ 本編 

第二 感染症のまん延防止に

関する事項 

11 関係機関及び関係団体と

の連携 

社会福祉施設や学校等に関する

記載を充実させるため、「施設内

での集団発生が懸念される社会

福祉施設や学校等においては、

感染状況に応じた対応が必要な

ことから、関係機関及び関係団

体と適宜情報共有を行う」こと

を加筆しました。 

3 P14 Ⅱ 本編 

第五 感染症に係る医療を提

供する体制の確保に関する事項  

２ 感染症に係る医療を提供

する体制 

第一種及び第二種協定指定医療

機関、公立・公的医療機関等の

対応に関する内容を加筆しまし

た。 

4 P19 Ⅱ 本編 

第八 新型インフルエンザ等

感染症外出自粛対象者又は新

感染症外出自粛対象者の療養

生活の環境整備に関する事項 

３ 関係機関及び関係団体と

の連携 

外出自粛対象者の健康観察や生

活支援等の実施に当たり、第二

種協定指定医療機関や民間事業

者等への委託の検討に関する内

容を加筆しました。 

 

４ 次年度以降の進め方 

市民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがある様々な感染症の発

生及びまん延に備える本市の感染症予防の施策を推進するため、平時から保

健所体制の構築や本計画に記載した数値目標の実現に向けた取組を進めます。 

また、県が設置する感染症対策協議会において、医療提供体制等、県で一体

的に取り組む項目について協議を行うとともに、本計画に基づく取組状況を

毎年報告し、県、県内保健所設置市、その他の関係者と平時からの情報共有・

連携を図ります。 

以 上 

   （事務担当 健康医療部保健所保健予防課） 


